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学 習 のの 要 点要 点

　 日本国憲法
⑴　日本国憲法の制定 1

わたしたちの生活は，法
ほう

律
りつ

などのさまざまな決
まりに基づいています。そのおおもととなる日本
国憲法は，1946年11月3日に公布され，1947

年5月3日に施
し

行
こう

されました。日本国憲法が公布
された11月3日は文化の日，施行された5月3日
は憲法記念日という祝日となっています。
日本国憲法は，欽

きん

定
てい

憲法（天
てん

皇
のう

が定めた憲法）で
あった大日本帝国憲法とは異なる民

みん

定
てい

憲法（国民
が定めた憲法）です。
※巻

かん

末
まつ

p182～p190に，日本国憲法のすべての条文があります。

1

▼ 1　あたらしい憲法のはなし

※日本国憲法が施行された1947年に，当時の文
もん

部
ぶ

省（現在
の文部科学省）が中学生向けにつくった本です。
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日本国憲

けん

法
ぽう

の誕
たん

生
じょう

ト ピ ッ ク

今から80年ほど前，日本は第二次世界大戦に敗れ，
連合国軍によって占

せん

領
りょう

されました。焼け野原となった日
本各地で，人々は平和で豊かな世の中を心から求めてい
ました。
日本を占領した連合国軍は，戦前の大日本帝

てい

国
こく

憲法の
改正の必要性を指

し

摘
てき

しました。当時の幣
しで

原
はら

喜
き

重
じゅう

郎
ろう

首
しゅ

相
しょう

は，
憲法改正のための調査会を立ち上げ，憲法改正案を作成し
ました。しかし，この案は連合国軍の総司令部（G

ジー

H
エイチ

Q
キュー

）
の考える内容と異

こと

なっていたため，総司令部が憲法の草
案を作成し，これに基づいて政府が憲法改正案を作成し，
帝国議会の承

しょう

認
にん

を経て，日本国憲法が成立しました。日
本国憲法の最大の特色である「戦争放

ほう

棄
き

」は，戦争によ
って多くのものを失った当時の国民にとっては歓

かん

迎
げい

すべ
き内容でした。
このようにして誕生した日本国憲法は，現在に至

いた

るま
で一度も改正されずに，日本の最高法規として存

そん

在
ざい

し続
けています。世界各地では，今なお武力によって現状を
変
へん

更
こう

する動きが見られます。世界に平和をもたらすため
に，日本は何ができるのか，国民ひとりひとりが考えて
いく必要があります。

終戦直後の日本

日本国憲法公布の際の式典

学学

成し，
ました

棄」は
国民に

生した
されず

す。
る動
は何ができるのか，国民ひとりひとりが考えて
あ

憲法公

後の日本

SaSSSa
mp

よ
歓迎すべべ

憲法は，現在に至現在に至
いたいた

るまるま
本の最高法規として存規として存

そんそ

在
ざい

し続し続
では，今なお武力によって現状をでは，今なお武力によって現

られます。世界に平和をもたらすれます。世界に平和をも
るのか，国民ひとりひとるのか，国民ひと
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⑵　日本国憲法の特色 2 ･ 3

①　日本国憲法の地位

　日本国憲法は，国の最高法規であり，憲法に違
い

反
はん

し
た法律・政令・条例は認

みと

められません。
②　日本国憲法の構成

前文および11章103条で成り立っています。
③　日本国憲法の三大原則

国民主
しゅ

権
けん

・基本的人権の尊
そん

重
ちょう

・平和主義が日本国憲
法の三大原則であり，これらはすべて日本国憲法の前
文に記されています。

日本国憲法の前文
（現代のことばに直してあります。）

日本国憲法の前文には，この憲法がどのような
考えに基づいてつくられたかが述べられています。

※下線部①は基本的人権の尊重，下線部②は平和主義，下線部③

は国民主権，　　　線部はリンカンのことばの引用です。

　日本国民は正当に選挙された国会における代表者

を通じて行動し，われらとわれらの子孫のために，

世界の人々と手をとりあって得られる成果と，
①
全

国どこにおいても自由のもたらす恵
めぐ

みをたもち，

②
政府の行

こう

為
い

によって再び戦争の災
わざわ

いが起こること

のないようにすることを決意し，
③
ここに主権が国

民にあることを宣
せん

言
げん

し，この憲法を確定する。

そもそも国の政治は，国民から厳
げん

粛
しゅく

にゆだねられ

たものであり，政治の権
けん

威
い

のもとは国民が持つも

のであって，政治の力は国民の代表者によって使わ

れ，そこから得られる幸福や利益は国民が受け入れ

て自分のものとする……。

天皇主権から国民主権へ
　⑴　日本国憲法における天皇の地位

戦前の大日本帝国憲法では，主権は天皇にありました
が，日本国憲法では，天皇は日本国および日本国民統合
の象

しょう

徴
ちょう

（シンボルのこと）という位置づけになっています。
日本国憲法第１条では，この天皇の地位のほか，国民に
主権が存

そん

する（国民主権）ことも示されています。

［第1条］　天皇は，日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって，

この地位は，主権の存する日本国民の総意に基
もとづ

く。

2

▼ 3　リンカン〔リンカーン〕

【国民主権】

国の政治のあり方を決める力（主

権）が国民にあるという原則。

【基本的人権の尊重】

人間が生まれながらにして持って

いる，人間らしく生きるという権利

（基本的人権）を最大限尊重するとい

う原則。

【平和主義】

戦争をしない（戦争放棄），軍隊を

持たないという原則。

▼ 2　日本国憲法の三大原則

日本国憲法

基本的人権
の尊重

国民主権 平和主義

　「奴
ど

隷
れい

解放」で
知られている，
アメリカの第16

代大統領リンカ
ンは演説の中で，

「人民の，人民による，人民のた
めの政治」という内容のことばを
述べました。このことばは民主的
な政治（民主主義）の理想をよく言
い表しているとして知られており，
戦後日本の占領政

せい

策
さく

をおこなった
マッカーサーは，この演説の内容
を日本国憲法に引用するように指
示したとされています。

基本的人権の尊重，下

　　線部は

て使わ使

民が受け

る代表

子孫の

得られ

のもた

よって

うにす

にある

た

ので

そ

す。

分の

▼ 3

本的人権の尊

人間が生まれなが

生

限尊

放棄）

原則。

SSSSSa
mppmmpmp

SSa
m

Sa
こるこ

③③
ここに主権が国

の憲法を確定する。

の政治は，国民から， 民 厳
げ く

にゆ

，政治の権威のもとは

政治の力は国民の代

れる幸福

plepplepp
人

（基本的人権的人権

う原則。う原則

【平和主義】【平和主義】

戦争をしない（戦争を

持たないと持ple
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⑵　日本国憲法における天皇の仕事 4

大日本帝国憲法では，天皇はすべての権力をにぎる国家
元首でしたが，日本国憲法では天皇の仕事は，形式的・儀

ぎ

礼
れい

的な国
こく

事
じ

行
こう

為
い

に限られ，その仕事についても内
ない

閣
かく

の助言
と承認が必要であると定められています。

［第3条］　天皇の国事に関するすべての行為（国事行
為）には，内閣の助言と承認を必要とし，内閣が，そ
の責任を負う。

⑶　国事行為以外の公的な行為
天皇は憲法に定められた国事行為のほか，国会に出席し
ておことばを述べたり，大

だい

規
き

模
ぼ

な災害が起こった地
ち

域
いき

を訪
ほう

問
もん

して被
ひ

災
さい

者
しゃ

を見
み

舞
ま

ったりするなどの公的な行為もおこな
います。また，外国を公式に訪問し，友好関係を深めると
いった海外での活動もおこないます。

　 平和主義
⑴　「平和憲法」とよばれる日本国憲法

戦前の日本は軍隊を持ち，国民にも兵役の義務がありま
した。日本国憲法ではこれが戦争につながったことを反省
し，戦争や武力行使を放棄するだけでなく，戦力（軍隊）を
持たないことや交戦権（戦争をする権利）を認めないことを
第9条で定めています。
このような徹

てっ

底
てい

した平和主義を記してある日本国憲法は，
「平和憲法」ともよばれています。

［ 第9条］ ①　日本国民は，正義と秩
ちつ

序
じょ

を基調とする国
際平和を誠

せい

実
じつ

に希
き

求
きゅう

し，国権の発動たる戦争と，武
力による威

い

嚇
かく

又
また

は武力の行使は，国際紛
ふん

争
そう

を解決す
る手
しゅ

段
だん

としては，永久にこれを放棄する。
※「希求」はのぞむという意味です。

② 　前
ぜん

項
こう

の目的を達するため，陸海空軍その他の戦力
は，これを保持しない。国の交戦権は，これを認め
ない。

⑵　自衛隊の位置づけ 5

日本の防衛や災害救助などの活動をおこなう自衛隊は，
日本国憲法が制定された後に発

ほっ

足
そく

したため，憲法には記さ
れていません。政府は，自衛隊は「国を防衛するための組
織」として存在するとしています。

3

▼ 4　天皇の国事行為

▼ 5　海外で活動する自衛隊

① 　国会の指名に基づいて，内
閣総
そう

理
り

大
だい

臣
じん

を任命。
② 　内閣の指名に基づいて，最
高裁

さい

判
ばん

所
しょ

の長官を任命。
③ 　国会の召

しょう

集
しゅう

・衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

の解散。
④ 　国会議員の総選挙の施行を
公示。
⑤ 　憲法改正・法律・政令・条
約の公布。
⑥　栄典（勲

くん

章
しょう

など）を授
じゅ

与
よ

。
⑦　外国の大使・公使と会う。

日本の防衛をめぐる問題

　近年，自衛隊は治安の維
い

持
じ

や災害

救助などのために海外へ派
は

遣
けん

されて

います。また，日本と関係の深い国

が攻
こう

撃
げき

を受けたときに，自衛隊がそ

の国と共同して行動する集団的自衛

権を行使できることが，政府によっ

て決定され，法律の整備がおこなわ

れました。これについては，さまざ

まな意見があります。

①　日本国民は，正義と秩
ちつじょ

誠
せい

実 ，国権
嚇
かく

又は武力

本国憲法

と

国憲法
ち，国

ではこ
武力行

いこ
条で
よう
法」

で活動す

外国の大

SSa
mp
le兵役の義務がありま義務があ

争につながったことを反省ながったことを反省
棄するだけでなく，でな 戦力戦 （軍隊）を（軍隊）を

権権（戦争をする権利）を認めないこと（戦争をする権利）を認めな
います。ます
した平和主義を記してあした平和主義を記
ばれています。れていま

ple

SS
▼ 5ple
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　 基本的人権と国民の義務
⑴　基本的人権の尊重

戦前の大日本帝国憲法では，国民の権利を「法律の範
はん

囲
い

内」で認めるとしていたため，人権を制限する法律がつく
られることもありました。日本国憲法では，国民の基本的
人権を「侵

おか

すことのできない永久の権利」とし，「公共の
福
ふく

祉
し

（社会全体の幸福）」に反しない限り，最大限に尊重す
ることとしています。
基本的人権が制限されるのは，他人の人権を侵害して幸
せをうばった場合であり，どのような場合があるかは法律
で定められています。

［第11条］　国民は，すべての基本的人権の享
きょう

有
ゆう

を妨
さまた

げられない。
この憲法が国民に保

ほ

障
しょう

する基本的人権は，侵すことのできな

い永久の権利として，現在及
およ

び将
しょう

来
らい

の国民に与
あた

えられる。
※「享有」は生まれながらに持っているという意味です。

［第12条］　この憲法が国民に保障する自由および権利は，国民
の不断の努力によって，これを保持しなければならない。又，
国民は，これを濫

らん

用
よう

してはならないのであって，常に公共の

福祉のためにこれを利用する責任を負う。

※「不断の努力」とは，たえず努力をするという意味です。
※「濫用」はみだりに使うという意味です。

　⑵　基本的人権の種類 6

基本的人権には，自由権・平等権・社会権と，それを守
るための権利である参政権・請

せい

求
きゅう

権があります。
①　自由権

古くから，国王などによって人権をうばわれていた民
みん

衆
しゅう

が最初に勝ち取った権利です。

自由権の種類
（身体・精神・経

けい

済
ざい

活動という，生活上で必要な自由を保障しています。）
【身体の自由】
奴隷的拘

こう

束
そく

の禁止
法定手続きの保障

【精神の自由】
思想・良心の自由
信教の自由
（政教分

ぶん

離
り

の原則）
集会・結社・表現
の自由
学問の自由

［第18条］　何
なん

人
ぴと

も，いかなる奴隷的拘束も受けない。
［第31条］　何人も，法律の定める手

て

続
つづき

によらなければ，その生命若
も

しくは自由を奪
うば

われ，又はその他の刑
けい

罰
ばつ

を科せられない。

［第19条］　思想及び良心の自由は，これを侵してはならない。
［第20条］　①　信教の自由は，何人に対してもこれを保障する。いかなる宗

しゅう

教
きょう

団体も，
国から特権を受け，又は政治上の権力を行使してはならない。

［第21条］ ①　集会，結社及び言
げん

論
ろん

，出版その他一
いっ

切
さい

の表現の自由は，これを保障する。

②　検
けん

閲
えつ

は，これをしてはならない。通信の秘
ひ

密
みつ

は，これを侵してはならない。
［第23条］　学問の自由は，これを保障する。
※ 「検閲」は公権力が出版物や放送などの表現内容を調べて，不適当と判断したときには規制を
くわえることです。

　　　　　　

4

▼ 6 基本的人権（「あたらしい憲法のはなし」より）

基本的人権と国際条約

①　「子どもの権利条約」
　子どもたちの基本的人権を保

ほ

障
しょう

するため，国際連合で採
さい

択
たく

さ
れました。これを受けて，日本
では児童虐

ぎゃく

待
たい

防止法などの法律
がつくられています。
②　「女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約」
　男女の平等をめざして，国際
連合で採択されました。日本で
は男女雇

こ

用
よう

機会均等法や男女共
同参

さん

画
かく

社会基本法などがつくら
れています。

び権利は
ければ

いので

る責任

たえず
りに使

人権の
本的
めの
由権
から，国王などによって人権をうばわ
に勝ち取った権利です。

由権の種類
精神

らし

雇用
同参画

かく

会基
れ

Sa
mp
le

mp
l共の

です。

mp
l

mp
l

，自由権・平等権・社会権自由権・平等権・社会権と，それ
るる参政権・請参政権・請

せいい

求求
きゅうきゅう

権権がありますがあ

などによって人などによ
た権利

6 基本的
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②　平等権
　自由権とならんで古くから認められてきた権利で，性
別や国籍などによって差別されないことが保障されてい
ます。

［第14条］　①　すべて国民は，法の下
もと

に平等であっ
て，人種，信条，性別，社会的身分又は門

もん

地
ち

により，
政治的，経済的又は社会的関係において，差別さ
れない。
※「門地」は家がらという意味です。

③　社会権
1919年にドイツで制定されたワイマール憲法で初め
て定められた人権で，生

せい

存
ぞん

権（憲法第25条）や子どもが
教育を受ける権利，勤

きん

労
ろう

権（働く権利），労働三権（団結
権・団体交

こう

渉
しょう

権・団体行動権）などが保障されています。
　生存権の保障のため，国は年金や生活保護などの，社
会保障制度を整備しています。

［第25条］　①　すべて国民は，健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を有する。

※団結権……労働者が労働組合などを結成する権利。
　団体交渉権……労働者がやとい主と話し合う権利。

　団体行動権……労働者がストライキなどをおこなう権利。

④　基本的人権を守るための権利
　人権を侵

しん

害
がい

する政治がおこなわれないように，国民が
政治に参加する権利（参政権）や，人権が侵害されたとき
に裁判所にうったえて裁判を受ける権利（請求権）が認め
られています。

　⑶　新しい人権 7

日本国憲法は，制定から80年近くたちましたが，一度
も改正がおこなわれていません。この間，さまざまな社会
の変化が生まれ，制定当時には考えられなかった状

じょう

況
きょう

が起
こるようになりました。そのため，憲法に書かれていない
人権（新しい人権）が認められてきています。

［第22条］ ①　何人も，公共の福祉に反しない限り，居住，移転及び職業選択の自由

を有する。

②　何人も，外国に移住し，または国
こく

籍
せき

を離
り

脱
だつ

する自由を侵されない。

［第29条］ ①　財産権は，これを侵してはならない。 

②　財産権の内容は，公共の福祉に適合するように，法律でこれを定める。 

③　私
し

有
ゆう

財産は，正当な補
ほ

償
しょう

の下
もと

に，これを公共のために用いることができる。

【経済活動の
自由】
居住・移転の自由

・職業選
せん

択
たく

の自由

財産権の保障

日照権を考えて設計された建物

先住民の権利保
ほ

障
しょう

　北海道の先住民のアイヌは，戦前

にあった法律で差別的なあつかいを

受けており，この法律は戦後も残り

ました。平成に入り，アイヌ出身の

国会議員らの働きでアイヌ文化振
しん

興
こう

法が定められ，現在のアイヌ民族支
し

援
えん

法につながっています。

▼ 7　新しい人権の例

①　環
かん

境
きょう

権

高
こう

層
そう

マンションなどによる日照権

の侵
しん

害
がい

や，公害から生活を守る権利。

②　知る権利

政治がきちんとおこなわれている

かどうか，情報公開を求める権利。

（情報公開法で保障）

③　プライバシーの権利

個人の私
し

生
せい

活
かつ

をみだりに公開され

ない権利。

（個人情報保護法で保障）

④　自己決定権

生き方を自由に決定することがで

きる権利。

別さ

制定され
権で，

せ

ける権
団体交

こうし

生存 社
障制

条］　①　すべて国民は，健康で文化
の生活を営む権利を有する。

働者が労働組合などを結
労働者がやとい

働者が

おり，

した。平成に

国会議員らの働き

現在

いま

高層マ

の侵
しん

Sa
mp
lelllマール憲法法で初めで初め

憲法第2525条）や子どもが条）や子どもが
権（働く権利），労働三権（権利），労働三権 団結団結

団体行動権体行動権）などが保障されています）などが保障され
障のため，国は年金や生活保護なのため，国は年金や生活保
備しています。備しています。Sすべて国SS

le
定

援法につ

▼ 77 　新しい人　p①　環
かんp
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　⑷　国民の義務
（保護者が）保護する子

し

女
じょ

に普
ふ

通
つう

教育を受けさせる義務・勤労の義務・納
のう

税
ぜい

（税金を納
おさ

める）の義
務が，国民の三大義務です。

　 憲法の改正
　⑴　憲法改正の手続き

日本国憲法の改正は，まず国会によって発議され，次に国民投票による承認が必要となります。
日本国憲法は改正しにくい憲法であるため，「硬

こう

性
せい

憲法」とよばれることがあります。

憲法改正の手続き

【憲法の条文】

【憲法改正の流れ】

［第96条］ ①　この憲法の改正は，各議院の総議員の3分の2以上の賛成で，国会が，

これを発議し，国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には，

特別の国民投票又は国会の定める選挙の際おこなわれる投票において，その過半

数の賛成を必要とする。

②　憲法改正について前
ぜん

項
こう

の承認を経たときは，天皇は，国民の名で，この憲法と

一体を成すものとして，直ちにこれを公布する。

衆議院

国

会

＊
国
民
投
票

天

皇

公

布

成
立

発
議

（
過
半
数
の
賛
成
）

発
案

参議院

各議院の総議員
の3分の2以上
の賛成

　⑵　国民投票法
近年，国民投票のやり方を定めた国民投票法が定められ，国民投票に参加することができる年

ねん

齢
れい

が満18歳
さい

以上の男女となりました。これに合わせ，選挙権年齢も満18歳に引き下げられました。

発 展 学 習
　 憲法改正をめぐる論議

日本国憲法の改正をめぐっては，賛成・反対それぞれ意見が分かれています。おもな論点をまと
めると，次のようになります。

賛

成

・今の憲法は占領軍の案に基づくものであ
り，日本独自の憲法をつくるべきだ。
・自衛隊や新しい人権について，憲法に明
記するべきだ。
・改正の手続きをもっと簡

かん

単
たん

にするべきだ。

反

対

・第9条が改正されると，日本が再び戦争
をする国になるおそれがある。
・自衛隊や新しい人権については，憲法の
解
かい

釈
しゃく

で認めることは可能である。
・改正しやすくするのは危

き

険
けん

である。

5

1

の2

ければならない

際おこなわれる投票にお

承認を経たときは，天皇は，国民の名で，

て，直ち

天

賛
成

法
投票のやり方を定めた
上の となり

Sa
m

SSa
m

Sa
mpam
p

am
p

ammm
plele
布す

leleplplple

Sa
mppp

院 ＊発
議議

参

議院の総議
の3分の2以
の賛
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　　日本国憲法について，次の⑴～26の（　　　）にあてはまること
ば・人名・数字を答えなさい。

□⑴　日本国憲法は，欽定憲法であった大日本帝国憲法とは異なり，
国民が定めた（　　　）憲法です。

□⑵　日本国憲法が公布されたのは，西
せい

暦
れき

（　　　）年（　　　）月 
（　　　）日のことです。

□⑶　⑵は現在，（　　　）という祝日になっています。

□⑷　日本国憲法が施行されたのは，西暦（　　　）年（　　　）月
（　　　）日のことです。

□⑸　⑷は現在，（　　　）という祝日になっています。

□⑹　日本国憲法は，（　　　）という，どのような考えに基づいて憲
法がつくられたかを示した文と，11章103条によって成り立っ
ています。

□⑺　日本国憲法は，国の（　　　）であり，憲法に違反した法律・政
令・条例は認められません。

□⑻　（　　　）は，日本国憲法の三大原則の１つで，政治のあり方を
決める力が国民にあるという考え方です。

□⑼　アメリカの大統領であった（　　　）【右写
真】は，演説の中で，「人民の，人民による，
人民のための政治」と述べ，民主的な政治の
理想の考え方を示しました。

□⑽　大日本帝国憲法のもとでは，天皇は神
しん

聖
せい

な国家元首としての地
位を持っていましたが，現在の憲法では日本国および日本国民統
合の（　　　）となっています。

□⑾　天皇が国家のためにする仕事のことを（　　　）といいます。

□⑿　⑾は，（　　　）の助言と承認に基づいておこなわれます。

１
１
⑴ 憲法

⑵ 年　　 月　　 日

⑶ 

⑷ 年　　 月　　 日

⑸ 

⑹ 

⑺ 

⑻ 

⑼ 

⑽ 

⑾ 

⑿ 

月

います

いう，ど
した文

本国憲法は，国の（　　　）であり，憲法に違反した法律・政
条例

）は，日本国憲法の三大原則の１つで，
国民にあるという考え方です。

大統領であった
で 「人

Sa
mp
leeな考えに基づいて憲に基づいて憲

章103条によって成り立っ条によって成り立っ

の（　　　）であり，憲法に違反したの（　　　）であり，憲法に違
られません。れま

国憲法の三大原則国憲法の三
という考

ee⑸⑸⑹ ⑹ 
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□⒀　（　　　）は，日本国憲法の三大原則の１つで，戦争を放棄し，
軍隊を持たないという考え方です。

□⒁　⒀は憲法の第（　　　）条に示されています。

□⒂　政府は，日本と関係の深い国が攻撃されたときに日本が共同で
行動する（　　　）権の行使を認めています。

□⒃　（　　　）は，人が生まれながらにして持っている権利で，これ
を尊重することは日本国憲法の三大原則の１つです。

□⒄　⒃は，「（　　　）（社会全体の幸福）」に反しない限り，最大限
尊重されます。

□⒅　⒃のうち，国民が人種・性別・信条などによって差別されない
権利を，（　　　）権といいます。

□⒆　⒃のうち，（　　　）権は，国民が身体・精神・経済活動につい
て制限されないという権利です。

□⒇　⒃のうち，弱い立場の人でも国民として人間らしく生きる権利
を（　　　）権といいます。

□21　⒇の権利のうち，憲法第25条に定められた「健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利」を（　　　）権といいます。

□22　（　　　）権は，⒃を守るための権利で，選挙などを通じて国民
が政治に参加する権利です。

□23　（　　　）権は，⒃を守るための権利で，⒃が侵害されたときに
裁判所にうったえて裁判を受けることができる権利です。

□24　憲法に書かれていない新しい人権のうち，個人の私生活をみだ
りに公開されない権利を，（　　　）の権利といいます。

□25　国民の三大義務は，保護する子女に普通教育を受けさせる義務・
勤労の義務・（　　　）の義務です。

□26　日本国憲法の改正は，国会が発議をし，その後におこなわれる
（　　　）において，過半数の賛成が必要です。

⒀ 

⒁第 条

⒂ 権

⒃ 

⒄ 

⒅ 権

⒆ 権

⒇ 権

21 権

22 権

23 権

24 の権利

25 の義務

26

て差別

国民が身
利です

弱い
　）

権利 「健康で
の生活を営む権利」を（　　　）権といい

は，⒃を守るための権
る権利です。

⒄ 

⒇

Sa
mp
le神・経済活動につい済活動につい

人でも国民として人間らしく生きる権として人間らしく生き
ます。ます。

憲法第憲法第2525条に定められ条に定
む権利」を（　　む権利」

ee⒆⒆ e
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基 本 問 題基 本 問 題
1　次のⅠ～Ⅲは，日本国憲法の条文です。これを読んで，あとの問い
に答えなさい。
　Ⅰ　天皇の仕事についての条文

［第1条］　天皇は，日本国の（　1　）であり日本国民統合の（　1　）
であって，この地位は，主権の存する日本国民の総意に基

もとづ

く。
［第3条］　天皇の国事に関するすべての行為には，（　2　）の
（　3　）と（　4　）を必要とし，（　2　）が，その責任を負う。

□⑴　（　1　）～（　4　）にあてはまることばを答えなさい。

□⑵　［第1条］に示されている，日本国憲法の原則を答えなさい。

⑶　［第3条］の下線部を，天皇の国事行為といいます。
□①　この国事行為には，国の政治にあたる人々を任命するという仕

事がふくまれます。次のア～オのうち，天皇によって任命される
ものを2

4

つ
4

選びなさい。
　　ア　内閣総理大臣　　　イ　衆議院議長　　　ウ　国務大臣
　　エ　最高裁判所長官　　オ　都道府県知事
②　次のＡ～Ｄのそれぞれの文について，天皇の国事行為として正
しいものには○，そうでないものには×をつけなさい。

□Ａ　衆議院の解散をおこなう。
□Ｂ　外国の大使や公使と会う。
□Ｃ　栄典の授与をおこなう。
□Ｄ　憲法改正・法律・政令・条約を施行する。

Ⅱ　憲法第（　1　）条

①　日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し，
国権の発動たる（　2　）と，（　3　）による威嚇又は（　3　）の
行使は，国際紛争を解決する手段としては，（　4　）にこれを
放棄する。
②　前項の目的を達するため，陸海空軍その他の（　5　）は，こ
れを保持しない。国の（　6　）権は，これを認めない。

□⑷　（　1　）～（　6　）にあてはまることば・数字を答えなさい。

□⑸　この条文に示されている，日本国憲法の原則を答えなさい。

1

⑴

1

2

3

4

⑵ の原則

⑶

①

②

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

⑷

1 条

2

3

4

5

6 権

⑸ の原則

を施行

す。
人々を

うち，天

イ
長官　

～Ｄの
もの
衆
外国
典の
改正

）条

Sa
mp
le

という仕という仕
って任命される命される

議長　　　　ウウ　国務大臣　国務大
都道府県知事県知事

れの文について，天皇の国事行為としいて，天皇の国事行為
そうでないものには×をつけなさいそうでないものには×をつけ

解散をおこなう。散をおこなう。
や公使と会う。や公使と会う。
おこなう。おこなう
・政令

eeeeee
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⑹ 権

⑺

1

2

3

⑻

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

⑼
①
Ａ

権利

Ｂ 権利

② 権

□⑹　この条文に示された精神は，時代によって解釈が変わり，現在で
は日本と関係が深い国が攻撃を受けたときに，日本の自衛隊がその
国と共同で行動する権利が認められています。この権利を何といい
ますか。

Ⅲ　国民の人権に関する条文

［第11条］　国民は，すべての（　1　）の享有を妨げられない。こ
の憲法が国民に保障する（　1　）は，侵すことのできない（　2　）
の権利として，現在及び将来の国民に与えられる。

［第12条］　この憲法が国民に保障する自由および権利は，国民の
不断の努力によって，これを保持しなければならない。又，国
民は，これを濫用してはならないのであって，常に（　3　）の
ためにこれを利用する責任を負う。

□⑺　（　1　）～（　3　）にあてはまることばを答えなさい。

⑻　次のＡ～Ｇのことがらは，あとのア～キのどの権利に関係するも
のですか。それぞれ１つずつ選びなさい。
□Ａ　会社において，女性だからといって差別を受けない。
□Ｂ　国民には，裁判所にうったえて裁判を受ける権利がある。
□Ｃ　満18歳以上になると，選挙で投票することができる。
□Ｄ　医者の息

むす

子
こ

が家をつがず，弁護士になってもよい。
□Ｅ　どのような宗教を信じてもよい。
□Ｆ　国民は健康で文化的な最低限度の生活を送る権利がある。
□Ｇ　苦しい労働を強制させられるなどの，奴隷的な拘束を受けない。

　　 ア　身体の自由　　イ　精神の自由　　ウ　経済活動の自由
エ　平等権　　オ　社会権　　カ　参政権　　キ　請求権

⑼　近年になって，憲法にはっきりと書かれていない「新しい人権」
が認められるようになっています。
①　次のＡ・Ｂの法律は，どのような「新しい人権」を保障するた
めのものですか。それぞれ答えなさい。

□Ａ　個人情報保護法
□Ｂ　情報公開法
□②　右の写真は，ある「新しい人権」

を侵害しないために工
く

夫
ふう

してつくら
れたマンションです。どのような権
利を保障するためのものですか。

なさい

ア～キ
選びなさ

性だから
判所に

以上に
者の

むす

どの
民は健康で文化的な最低限度の生活を送る権利が
い労働を強制させられるなどの，奴隷的

の自 自由　
権　　

Sa
mp
leeeeeee

⑻⑻

Ｅ
利に関係するも係するも

て差別を受けない。を受けない
えて裁判を受ける権利がある。判を受ける権利がある

選挙で投票することができる。票することができる。
をつがず，弁護士になってもよい。をつがず，弁護士になっても

宗教を信じてもよい。教を信じてもよい。
文化的な最低限度の生活文化的な最低限度の
制させられるな制させら

精
S


